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機械装置に係る 
固定資産税 
特例の創設 

少額減価償却資産
特例の延長 

交際費課税 
特例の延長 

法人実効税率 
引下げ 

減価償却 
見直し 

火災等共済組合 
異常危険準備金の

延長 

機械装置に係る固定資産税特例の創設 

■中小企業が取得する新規の機械
装置は、３年間、固定資産税を1/2
に軽減する措置を創設。 
■史上初の固定資産税での設備投
資減税。赤字中小企業にも効果。 

■中小企業が認定計画に基づき
取得する新規の機械装置（新品）
■生産性を高める機械装置（①160
万円以上、②生産性を１％以上（１０年以内に
販売開始） 

支援対象 

３年間（平成３０年度末までの投資） 

適用期間 

少額減価償却資産特例の延長 交際費課税特例の延長 

中小企業が取得した30万円未満の減価償
却資産を合計額300万円まで全額損金算
入（即時償却）可能な制度を２年延長。 

■中小企業の交際費800万円まで損
金算入可能な制度を２年延長。 
■交際費等のうち、接待飲食費の
50％まで損金算入（大企業も適用可
能）も２年間延長。 

全国中央会は生産性向上を支援します！ 



上記内容平成２８年度税制改正大綱も収録！！ 

「中小企業関係税制のあらまし」（平成２８年２月２０日発行） 

全国中小企業団体中央会 編集・発行 

法人実行税率引下げ 

■法人実効税率  
 平成28年度  29.97％ 
    （現行32.11％、▲2.14％） 
  平成30年度  29.74％（▲0.23） 
■3年連続で2％を超える引下げ
を実現。平成30年度には、ドイツ
並みの水準を実現 

減価償却見直し 

今後、新規に取得する建物附属設備・構
築物に限定し、減価償却を定額法に一本
化。 

火災等共済組合異常危険準備金の延長 

特例措置が適用される洗替保証率を引
き下げた（火災等共済組合：60→45％、
火災共済協同組合連合会：75→60％）う
えで、適用期限を３年延長 

（注）異常危険準備金残高の正味収入共済掛金の額に  
  対する割合が、「洗替保証率」（火災等共済組合：４ 
  ５％、火災等共済協同組合連合会：６０％）以下の場 
  合の特例として４．０％を適用 

※前事業年度から繰り越された異常危険準備金残高（その事業 
  年度において異常危険準備金に算入された額は含まない） 

グリーン投資減税 
見直し延長 

欠損金繰戻し 
還付制度の延長 

障害者雇用 
割増償却制度延長 

車体課税 
見直し 

外国人旅行者向け 
消費税免税制度拡充 

商工中金抵当権設定登記 
軽減措置延長 

雇用促進税制 
見直し延長 

中小機構仮設施設整備事業
特例措置延長 

取引相場のない株式 
評価方式見直しの検討 

その他 

全国中小企業団体中央会 電話03-3523-4902 


